
議案第3 8号

三朝町職員の給与の特例に関する条例の一部改正について

次のとおり三朝町職員の給与の特例に関する条例の一部を改正することにつ

いて､地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､

本議会の議決を求める｡

平成17年3月11日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

平成1 7年3月25日原質可決

三朝町議会議恩威井　草

三朝町条例第　号

三朝町職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

三朝町職員の給与の特例に関する条例(平成1 6年三朝町条例第3号)の一

部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号(以下｢移動号｣という｡)

に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号が存在しない場合

には､当該移動号(以下｢削除号｣というo)を削るo

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(削除号を除く｡以下｢改正部分｣

という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部

分｣という｡)が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改

正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､当該改正部分を削る

改　　正　　後 改　　正　　前

(趣旨)

第1条　この条例は､三朝町職員の給

与に関する条例(昭和2 8年三朝町

条例第2 5号o以下｢職員給与条例｣

という｡)第3条第1項に規定する給

料表の適用を受ける職員(職員給与
条例第4条の2に規定する短時間勤

塗麹畳を含む.以下｢給料表適用職
員｣という｡)の給与の特例に関し必

要な事項を定めるものとする｡

(趣旨)

第1粂　この条例は､三朝町職員の給

与に関する条例(昭和2 8年三朝町

条例第2 5号｡以下｢職員給与条例｣

という｡)第3条第1項に規定する給

料表の適用を受ける職員(職員給与
条例第4条の2に規定する再任用短
時間勤務職員を含む｡以下｢給料表

適用職員｣という｡)の給与の特例に

関し必要な事項を定めるものとす
る｡



(職員の給与の額の特例)

第2条　平成17年4月1日から平成
18年3月31日までの間(以下｢特

例期間｣というo)における給料表適

用職員の給料月額は､職員給与条例

第3条､第4条及び第4条の2の規
定にかかわらず､これらの規定によ
り定められた額(第3項において｢給

料基礎額｣という｡)から当該額に土
00分の5を乗じて得た琴(当該額

に1円未満の端数が生じたときは､
これを切り捨てた額)を減じた額(以

下｢算定基礎額｣という｡)とする｡

2及び3　略

(職員の給与の額の特例)

第2条　平成16年4月1日から平成
17年3月31日までの間(以下｢特

例期間｣という｡)における給料表適

用職員の給料月額は､職員給与条例

第3条､第4条及び第4条の2の規
定にかかわらず､これらの規定によ

り定められた額(第3項において｢給

料基礎額｣という.).から当該額に塗
の各号に掲げる職員の区分に応じ､

当該各号に定める割合を乗じて得た

盤(当該額に1円未満の端数が生じ
たときは､これを切り捨てた額)を

減じた額(以下｢算定基礎額｣とい

うo)とするo

iii　職務の級が1級である職員
100分の1

ia　職務の級が2級である職員
100分の2

13i　職務の級が3級である職員
100分の2. 5

也　職務の級が4級である職員
100分の3

ia　職務の級が5級である職員
100分の5

上吐　職務の級が6級である職員
100分の6

iZi　職務の級が7級である職員
100分の7

18i　職務の級が8級である職員
100分の8

2及び3　略

附　則

この条例は､平成1 7年4月1日から施行する｡


